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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人

日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を

添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改

正した日本産業規格である。これによって，JIS Z 6016:2015 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
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文書の受領プロセス 

Process for receiving of document 

 

1 適用範囲 

この規格は，文書を取得し，処理に適した形式に変換する受領プロセスについて規定する。 

受領プロセスは，文書の取得作業及び処理可能形式への変換作業及び処理プロセスへの引渡し作業から

構成される。また，受領プロセスで取り扱った文書及び経緯情報の保存運用への移行，文書の品質及び信

頼性の確認を含む。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Z 6015 電子文書管理用語 

JIS Z 6017 電子化文書の長期保存方法 

JIS Z 6020 文書管理－文書保存のための要求事項 

ISO 12653-3，Electronic imaging－Test target for scanning of office documents－Part 3: Test target for use in 

lower resolution applications 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 6015 による。 

3.1 

文書 

情報及びそれが含まれている媒体 

注釈 1 紙文書（3.2），マイクロフィルム文書（3.3）及び電子文書（3.4）を含む。 

（出典：JIS Q 9000:2015 の 3.8.5） 

3.2 

紙文書 

紙に表記された文書（3.1） 

3.3 

マイクロフィルム文書 


